
スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業
②一括発注タイプ（申請マニュアル）

令和４年11月
農林水産省

農産局農産政策部技術普及課

【重要】gBizIDプライム発行の際は、書類審査に原則２週間ほどの期間を要します。また、書類に不備が
ある等の場合には、さらに時間がかかることも予想されますので、スケジュールに余裕をもってア
カウントを取得して頂きますようお願いします。



eMAFF申請の手順

１．eMAFFプライムの取得

２．申請する事業の検索

３．申請の作成・提出
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【重要】なお、本公募では、事業実施主体を構成する者が都道府県にまたがる場合のみ、その所在する又
は主たる活動を行う都道府県を管轄する地方農政局等に申請することが可能です。申請に当たって
は、事前に事業実施主体が所在する都道府県担当にご相談いただくようお願いします。



１．eMAFFプライムの取得

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）での申請にあたって、事前に、gBizIDプライムを取得していただく
必要があります。

（ 本人確認がお済みでない「gBizIDエントリー」では申請手続きができないため、ご注意ください。）

詳しくは、下記をご覧ください。

【 gBizIDに関する問い合わせ先（デジタル庁）】
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html[外部リンク] 
電話でのお問合せ（ヘルプデスク）︓0570-023-797（平⽇9時00分〜17時00分）
•gBizIDの申請Webサイト
https://gbiz-id.go.jp/top/[外部リンク]
•gBizIDのよくある質問
https://gbiz-id.go.jp/top/faq/faq.html[外部リンク]
•gBizIDプライムの作成マニュアル
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf(PDF︓1,880KB)[外部リンク]

【 eMAFFに関する問い合わせ先】
https://e.maff.go.jp/Inquiry[外部リンク] 
電話でのお問合せ（ナビダイヤル）︓0570-550-410（平⽇9時30分〜17時30分）

① gBizIDプライムの取得
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【重要】gBizIDプライム発行の際は、書類審査に原則２週間ほどの期間を要します。また、書類に不備が
ある等の場合には、さらに時間がかかることも予想されますので、スケジュールに余裕をもってア
カウントを取得して頂きますようお願いします。



１．eMAFFプライムの取得

①で取得したgBizIDプライムでeMAFFにログインし、初回ログイン時に規約に同意していただくと、申請
手続きができるようになります。また、gBizIDエントリー又はeMAFFエントリーを取得済みの方も、eMAFF
にログインし本人確認を行うことで、申請手続きができるようになります。

↓以下ページからアカウントの作成、申請手続きが行えます。

（URL）https://e.maff.go.jp/GuestPortal?ec=302&startURL=%2Fs%2F

② eMAFFプライムの取得
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①gBizIDプライムの取得（外部リンク）

②取得したgBizIDプライムでログインし、
申請手続きを行ってください。

eMAFF上の操作については、こちらのマ
ニュアルをご確認ください。



２．申請する事業の検索

○ １の手順で払い出された申請者アカウントで、

以下サイトにログインします。

（ＵＲＬ）https://e-maff.force.com/shinseisha

①申請者アカウントでログインします。

②新規申請を押下します。

③事業を検索します。

○ 補助金タブを選択。

○ 対象者チェックボックスにチェック。

（すべてのチェックボックスにチェックが入ります。）

○ 「スマート農業」で検索。

○ 「スマート農業の導入支援事業（一括発注・
県域跨ぎ）」の「５次公募」を選択。

〇 申請者の作業内容
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※「申請期間（開始）」を最新の順に表示させることで、５次公募に関する手続きが上の方に表示されます。



３．申請の作成・提出

①提出先は、管区農政局を選択

〇 申請者の作業内容その１
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②ｇBizIDの取得時の情報が記入
されているため作業不要

【重要】gBizIDプライム発行の際は、書類審査に原則２週間ほどの期間を要します。また、書類に不備が
ある等の場合には、さらに時間がかかることも予想されますので、スケジュールに余裕をもってア
カウントを取得して頂きますようお願いします。



３．申請の作成・提出

〇 申請者の作業内容その２
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【必須項目】

③様式２－１号に記
入する内容を入力

【必須項目】

④様式２－２号に記入
する内容を入力



３．申請の作成・提出

〇 申請者の作業内容その３

8

【必須項目】

⑤様式２－２号に記入
する内容を入力

【必須項目】

⑥補助率引き上げ要件
に該当する場合は当
てはまるものに〇

当てはまらない場合
は－を選択が選択さ
れていることを確認

【必須項目】

⑦様式２－４号に記入する内容を入力



３．申請の作成・提出

〇 申請者の作業内容（添付資料（必須項目））
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①様式２－２号「取組目標及び成果目標のポイント一
覧」

②成果目標の現状値及び目標値に関する根拠資料

③導入機械の見積書

④導入機械のメーカー希望小売価格に
関する資料

⑤導入機械の機能がわかるもの（パン
フレット等）

⑥様式２－５号「事業実施主体一覧」

⑦コンソーシアム規約

⑧農業者等から作業受委託等を実施し
ていることがわかる書類（作業受委
託契約書、農地の賃借や売買を示す
書類等）

※1項目10ファイルまで添付可能（1ファイル100MBまで）

Excel、PDFのみ添付可能です



３．申請の作成・提出

〇 申請者の作業内容（添付資料（必要に応じて提出するもの） ）

加工・業務用野菜の生産に取り
組む場合は、取り組んでいるこ
とがわかる資料を添付

輸出に取り組む場合は、輸出に取り組
んでいることがわかる資料を添付

その他、補足資料があればこちらに添
付

「技術カスタマイズ」に取り組む場合
は、内容、見積書、カスタマイズに係
る委託契約書を添付

技術カスタマイズに取り組む場合は、
様式２－４号の３に記入して添付

水田からの転換果樹に寄与するサービスを提供する場
合は、取り組んでいることがわかる資料を添付
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３．申請の作成・提出（注意事項）

〇 申請者の作業内容

【その他eMAFF操作にあたっての留意点】

（１）「必須」項目については入力が必須になります。記入漏れが無いようにしてください。

（記入漏れがあると、申請や一時保存の際にエラーが表示されます。）

（２）eMAFFに添付できるファイルのサイズは、１ファイルあたり100ＭＢまでとなります。

それ以上のファイルサイズのものを添付する際には、分割して添付するようにしてください。

（最大10ファイルまでまとめて添付可能です。）

【重要１】 gBizIDプライム発行の際は、書類審査に原則２週間ほどの期間を要します。また、書類に不
備がある等の場合には、さらに時間がかかることも予想されますので、スケジュールに余裕を
もってアカウントを取得して頂きますようお願いします。

【重要２】電子ファイル添付の際は、ファイル名の頭に事業実施主体名を併記してください。

（例：事業実施主体が「スマート農産」の場合のファイル名）

「（スマート農産）様式１－１」、「（スマート農産）様式３－４（成果目標根拠）」 等

【重要３】申請画面について、操作が無い状態が１２０分続くと、強制的にログアウトされます。

長時間使用しない場合には、一時保存等を行うようにしてください。

【重要４】事業費等に誤りの無いよう入力してください。
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